
 
 
 
 
 
 

平成２９年度 

就労継続支援Ａ型・Ｂ型事業所を 

対象とした研修 

 就労継続支援Ａ型・Ｂ型事業所は毎年度「就労支援事業別活動明細

書」の作成が求められています。この「就労支援事業別活動明細書」は

日頃、工賃向上に取り組んでいる現場担当職員にも深く関係がありま

す。特に「棚卸」の仕組みを理解し、実施することで工賃にも影響があ

ると考えられています。 

 そこで、“就労支援事業会計”を理解し工賃向上に役立てていただ

き、県内全部の事業所が「就労支援事業別活動明細書」を作成できるよ

うになることを目的とした研修を開催いたします。 

活動明細書の作り方 
～工賃（賃金）向上計画との関係について～ 

●対象事業所 

 ◆ 県内就労継続支援Ａ型およびＢ型事業所（政令中核市所在含む） 

●対象者 

 ◆ 管理者、サービス管理責任者、支援員、経理担当者 

●実施内容 

 集合研修方式 

◆ 内 容：①「基礎的な就労支援事業会計の解説」（県） 

      ②行政への提出書類等、年間スケジュール確認（県） 

      ③「原価を知る～棚卸の進め方～」（講師） 

      ④質疑応答（県・講師） 

 ◆ 持ち物：昨年度の「就労支援事業別活動明細書」*裏面参考 

 ＊「就労支援事業別活動明細書」を作成していない事業所は研修終了後、２ヶ月以内に提出をお

願いします。 

●詳細 

 ◆ 日 時：平成３０年２月～３月の期間（詳細は裏面） 

       各回１３時３０分～１６時３０分（１３時受付開始） 

 ◆ 場 所：県内５カ所にて開催（詳細は裏面） 

 ◆ 参加費：無料 

 ◆ 申込み：別紙申込書に記入の上、県障害福祉事業課にメール添付にて申込み 

       申込先メール：y.szk362@pref.chiba.lg.jp 

 ◆ 締 切：各会場開催日１週間前 

 ◆ 問合せ：千葉県障害福祉事業課（ＴＥＬ：０４３－２２３－２３０８）もしくは 

（特非）千葉県障害者就労事業振興センター（ＴＥＬ：０４３－２０２－５３６７） 

●講師：坂本＆パートナーズ会計事務所 

●主催：千葉県健康福祉部障害福祉事業課、（特非）千葉県障害者就労事業振興センター 

●共催：千葉市、船橋市、柏市 



 
 
 
 

 
●日程および場所（２／２３千葉市会場のみ定員１００名、他 4 会場定員 50 名） 

日程 
場所 

（住所） 
申込み締切日 

２月 ９日（金） 
千葉県船橋合同庁舎３階分室会議室１ 

船橋市湊町 2-10-18 
２月 ２日（金） 

2 月２２日（木） 
（社福）ワーナーホーム パンプキンハウスホール 

大網白里市細草３２２１－４ 
2 月１５日（木） 

２月２３日（金） 
美浜保健福祉センター大会議室 

千葉市美浜区真砂５－１５－２ 
２月１６日（金） 

2 月 27 日（火） 
（社福）ロザリオの聖母会 中沢ホール 

旭市野中４０１７ 
2 月２０日（火） 

３月 ２日（金） 
ウェルネス柏 研修室 

柏市柏下６５－１ 
２月２３日（金） 

＊申込受付は先着順とさせていただきます。定員を超えた場合、一事業所で複数の申込があ

った事業所の方に調整をさせていただく場合もございます。あらかじめご了承ください。 

●「就労支援事業別活動明細書・就労支援事業製造原価明細書・販管費明細書」例 


